
 

1 

○
文
部
科
学
省
令
第
二
十
六
号 

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令

和
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫
負
担
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫

負
担
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
九
日 

文
部
科
学
大
臣 

盛
山 

正
仁 

 
 

 
 

 

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫
負
担
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫
負
担
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
文
部
省
令
第
二
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
学
級
数
等
の
算
定
の
特
例
日
） 

第
二
条 
[

略]
 

２
・
３ 

[

略]
 

４ 

法
第
五
条
の
三
第
一
項
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
日
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。 

（
学
級
数
等
の
算
定
の
特
例
日
） 

第
二
条 

[

同
上]

 

２
・
３ 

[
同
上]

 

４ 

法
第
五
条
の
三
第
一
項
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
日
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。 



 

2 

 

一
・
二 

[

略]
 

 
三 

新
築
又
は
増
築
を
行
う
年
度
の
翌
々
年
度
の
五
月
二
日
か
ら

当
該
年
度
の
翌
年
度
の
五
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
特
別
支

援
学
校
を
設
置
し
た
場
合
又
は
当
該
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ

せ
る
児
童
若
し
く
は
生
徒
の
数
が
増
加
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な

場
合 
新
築
又
は
増
築
を
行
う
年
度
の
五
月
一
日
か
ら
起
算
し

て
三
年
を
経
過
し
た
日 

５ 

法
第
五
条
の
三
第
二
項
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
日
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。 

 

一
・
二 

[

略]
 

三 

新
築
又
は
増
築
を
行
う
年
度
の
翌
々
年
度
の
五
月
二
日
か
ら

当
該
年
度
の
翌
年
度
の
五
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
特
別
支

援
学
校
に
寄
宿
舎
を
設
け
た
場
合
又
は
当
該
特
別
支
援
学
校
の

寄
宿
舎
に
収
容
す
る
児
童
若
し
く
は
生
徒
の
数
が
増
加
す
る
こ

と
が
明
ら
か
な
場
合 

新
築
又
は
増
築
を
行
う
年
度
の
五
月
一

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日 

 

一
・
二 

[

同
上]
 

 
[

号
を
加
え
る
。]

 

     

５ 

法
第
五
条
の
三
第
二
項
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
日
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。 

一
・
二 

[

同
上]

 

 
[

号
を
加
え
る
。]

 

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


